
ユニチカ跡地裁

判が７月２１日に

確定しました。市

民が起こした裁判

の一審では、６３

億円全額ユニチカ

に請求せよという

判決が出たにもか

かわらず、不服として、市は控訴し、最

終的には「豊橋市はユニチカに２１億円

の請求をせよ」と審判がなされたのです。

市長の責任や、一連の経過に対する市の

対応について問いました。

「総社市」と比べ、あまりに杜撰な市・
ユニチカの対応が浮き彫りに

ユニチカが平成２６年１０月２６日に

撤退の申し出をしてからの市側、ユニチ

カ側双方の対応について、ここが最大の

カギになると考え、質問をしました。

特に、豊橋市と全く同時期に、同規模

でユニチカが操業を開始した総社市の経

緯は重要です。総社市では平成１１年に、

当初の契約に従い、ユニチカから使わな

くなった一部の土地を「寄付」という形

で返してもらっていて、市議会にも諮っ

ていたのです。

この「総社市」の件を、市は「裁判の

中で初めて知った」との答弁がありまし

た。企業は利潤追求が目的とは言え、請

求されなければ黙っているという、誠意

のないユニチカの対応と、撤退の申し出

があった際に、過去の歴史を調べること

もせず、漫然と従った市の対応は黙認で

きないことを指摘しました。

市長は議会で一切答弁せず

平成２７年１２月議会以来、議会で繰

り返し質問し、すべてを明らかにするよ

う求めてきましたが、私の質問に対して

は、市長は一度も答弁に立たず、今回も

同様でした。市長の責任が問われている

重大な問題であるのですから、自ら答え

るのが当たり前ではないでしょうか。

26億円余がユニチカから入金される

判決確定を受け、市が８月２７日付で

請求していた損害賠償金２６億９７６万

９,８５５円（２０億９，４６２万５，

８１０円＋平成２７年１０月１日からの

年５分の割合による遅延損害金５億１,

５１４万４，０４５円）が８月３１日に

ユニチカから入金されました。この使途

については、今後検討していくというこ

とです。
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皆さんは「多

様性」「ダイバー

シティ」という

言葉を聞いたこ

とがありますか？

人はだれでも、

人種、国籍、性

別、宗教、文化、

歴史、家族構成

…様々な要素で「違い」があります。そ

の違いを、お互い尊重し、共存しようと

いう考え方が、「多様性の尊重」「ダイ

バーシティ」です。このことは外国人市

民の多い豊橋で特に大事にしなくてはな

りません。その「多様性の尊重」という

観点で、ＳＯＧＩの問題と、コロナ下で

の外国人市民への対応について質問しま

した。

今回は「ＳＯＧＩ」についてお知らせ

します。

SOGIについては、市は三年間かけてす

べての職員向けの研修を続けています。市

SOGIとは？

Sexual Orientation & Gender Id

entityの略語。直訳すると「性指向と性

自認」、どういう性の人を好きになるか、

ならないか、そして自分の性が何である

と認識しているか、ということ。LGBT等

のセクシャルマイノリティだけでなく、すべ

ての人が当事者となる「事柄」を示す用語

です。多数者と少数者の間の違いを強調

するのではなく多様性を尊重する立場か

ら、SOGIを使います。

９月定例会の一般質問が８月３１日、９月２～３日の３日間で行われました。
日本共産党市議団の３人が質問したテーマについて報告します。なお、今定例会
は昨年度の決算審査も行われ、最終日９月２８日の本会議まで続きます。


